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人を対象とする生命科学・医学系研究に関する研究倫理委員会設置要綱(抜粋) 

(組織) 

第３条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。 
(１)医学・医療の専門家等、自然科学の有識者で、研究所長が指名する者 
(２)倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者で、研究所長が指名する者 
(３)研究対象者の観点を含めて一般の立場から意見を述べることができる者で、研究所長が指名する者 
２ 委員会は男女両性を含む 5 名以上及び、研究所に所属しない複数の者から構成されなければならない。 
３ 次の各号に掲げる者は、委員会にオブザーバーとして出席することができる。 

(１) 研究所長 

(２) その他委員長が認める者 


